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局長  前川 一彦 殿 

 

      日本郵便株式会社 下関郵便局 

                  郵政産業労働者ユニオン  下関支部 

                                支部長  平田 稔 

 

          ２０２６年春季生活闘争に関する要求書 

 

 

以下の通り要求を提出しますので、誠意をもって３月１７日迄に回答をお願いいたします 

 

                    記 

 

 １．時給制契約社員の基本給の下限額は、３００円を加えた額とすること 

 ２．時給制契約社員の一時金の掛け率０．３の根拠を説明するとともに見直すこと 

 ３．採用後３年で希望する期間雇用社員については全員を正社員へ登用すること 

 ４．２０２５年度の下関局における正社員登用受験者数及び合格者の男女別の比率を 

 明らかにすること 

 ５．２０２６年度の下関局における正社員登用人数を明らかにすること 

 ６．一般職から地域基幹職への転換について、要件を緩和すること 

 ７．本人同意のない配転及び配置換えはしないこと 

 ８．台風、地震、集中豪雨、大雪等災害時や感染症が発生した場合は、安全を最優先にし 

 人命を守る対応を迅速に行うこと 

 ９．営業に関して社員が利用者への押し売り、社員の自爆などコンプライアンス違反をし 

      ないよう十分な指導をすること 

１０．減区ありきの業務運行が常態化している減区はせず通常配置での業務運行をする 

      こと 

１１．ゆうパケット、レターパック、小包の物数増加の為、休配日の要員を増やすこと 

１２．退職時の年次有給休暇は全て確実に取得出来る様にすること 

１３．集配カバン、書留カバンの破れた物を使用しているのを見受けられる早急に新しい 

   物と交換すること 

 

 

 

 

                                      以上 

   


